
回覧

滝上町の成人式は、「滝上町二十歳の集い」に

名称を変更します。

民法の改正に伴い、令和4年4月 1日から成

年年齢が20歳から 18歳に引き下げられました

が、滝上町では令和５年以降の式典も、これまで

と変わらず20歳の方を対象に式典を開催いたし

ます。

令和５年

滝上町二十歳の集い

日 時 令和５年１月４日（水）

場 所 滝上町文化センター

問い合わせ先 教育委員会生涯教育課社会教育係

☎（ ０１５８－２９－２１１１内線２６３）


